
空き家のことで 

 お困りではありませんか 

空き家の相続や活用、管理、処分などについて 
   ・誰に相談したら良い？ 
   ・どの程度の費用が掛かる？ 

空き家の 
 ワンストップ相談窓口へ 

       御相談ください 



空き家のワンストップ相談窓口 

公的利活用の 
ための連携 

～平成28年度東京都相続空家等の利活用円滑化モデル事業～ 

空き家の相続・売却・賃貸・管理についての無料のワンストップ相談窓口です。 

  ●NPO法人 空家・空地管理センター  ☎0120-336-366 
 ・住所：東京都新宿区西新宿3-9-6 OYAビル６階 
      [東京]空き家相談センター （JR・京王・小田急新宿駅から徒歩15分） 
 ・受付時間：10:00～17:00、土日祝休（電話相談は9:00～18:00、年中無休） 
 ・HP：http://www.akiya-akichi.or.jp/  ・メール：contact@akiya-akichi.or.jp 

 上記の他、所沢に相談窓口がございます。 

●東京急行電鉄株式会社        ☎0120-071-109 
 ・住所：東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビルB2F  
     東急電鉄 住まいと暮らしのコンシェルジュ目黒店（JR・東急目黒駅から徒歩1分） 
 ・受付時間：10:00～19:00、年中無休（年末年始を除く。） 
 ・ HP：http://www.tokyu-sumaitokurashi.com/akiya/ 

 上記の他、二子玉川、鷺沼、たまプラーザ、武蔵小杉に相談窓口がございます。 

●ミサワホーム株式会社        ☎0120-727-330 
 ・連絡先：住まいるりんぐＤｅｓｋ コールセンター（24時間受付、年中無休） 
 ・ HP：https://www.misawa.co.jp/soudan/akiya  
 ・メール：akiyasoudan@home.misawa.co.jp 

 八重洲、北千住、大森、高井戸、千歳船橋、新宿、立川、吉祥寺、町田に相談窓口がございます。 
  ※各相談窓口の受付時間・定休日等は、お電話やHPの入力フォームにてお問い合わせください。 

発行元：東京都都市整備局住宅政策推進部住宅政策課 電話番号03-5320-5148（直通） 
HP：http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/akiya_one_mado.html 

◆下記の御相談者をお待ちしております（平成29年度末まで） 
 ・空き家を相続した方又は今後の相続を考えている方 
 ・空き家の所在地が東京都内又は相談者本人が東京都民の方 
 ・事例収集に御協力いただける方 
     

 ⇒ 一定の条件を満たす場合は、 
   耐震診断費用等の助成を受けられることがあります。 

◆相談窓口（五十音順） 

まずは御連絡ください 

※モデル事業終了後（平成29年度末） 
  東京都が事例を取りまとめて周知 
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②利活用方法等の提示 
 耐震診断費用等の助成 

福祉保健局等 
区市町村 

公的利活用の 
ための連携 


